
区　分 ページ 現　　行 備　考

第２部 土質-1

漁港関係工

事積算基準

標準歩掛 諸経費率

の改定

第４章 (道土木参照へ)

業務委託の

施工歩掛

1700

土質調査

積算基準

２．

積算価格

の内訳

別表第１

　(参考)土木事業委託積算基準　調査編　〔１〕地質調査積算基準

　　　　１－３　地質調査業務費の積算方法　別表第１

改　　定

適用年月日
（令和６年（2024年）６月１日以降積算基準日適用）漁港関係工事積算基準　の　改定・追加・訂正



土質－1

〔1700〕土質調査積算基準

１．積算の通則

「漁港漁場関係工事積算基準 第２部 漁港漁場関係事業調査設計・測量業務等の積算基準 第３編

土質調査業務 １節 土質調査業務 １.積算の通則」及び「1300 総則」を適用する。

２．積算価格の内訳

「漁港漁場関係工事積算基準 第２部 漁港漁場関係事業調査設計・測量業務等の積算基準 第３編

土質調査業務 １節 土質調査業務 ２.積算価格の内訳」を適用するが、「２－４ 諸経費」における

「別表第１」（一般調査業務における諸経費率）については、「土木事業委託積算基準 調査編 〔１〕地質

調査積算基準 １－３ 地質調査業務費の積算方法 別表第１」を適用する。

なお、「国土地盤情報データベース検定費」は諸経費の対象としない。

また、「１節 土質調査業務」における「旅費」及び「３.標準歩掛」における「旅費」については、

「1300 総則」を適用し、旅費交通費に係る基準日額は直接人件費としてその他原価の対象とする。
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